








要望等 対応記録簿 

受付日 平成 22 年 4 月 14 日 受付者 福光行政センター 一前 

申出者 

栄町町内会長 廣川修悦 
連絡先 

自宅：52-3155 

勤務先：三光合成㈱52-7105 

完結日  

件名 要望書 

申出の

内容お

よび立

会い時

の状況 

平成 22 年 4 月 14 日、廣川氏来庁、要望書を提出。 

平成 19 年 9 月 28 日付け「陳情書」にて同内容の要望を当時の辻澤町内会長名で土木課に

提出済。提出された「陳情書」を土木課にて確認済み。 

担当課 土木課 

現場確

認時の

市の返

答 

現場立会いなし（返答 4月 22 日） 

進捗 

状況 

要望書を市民協働課にあげたが、市民協働課長では、本件下地は私有地であって市道でな

いところを改良することはできないだろうとのこと。 

関係課

との調

整内容 

土木課用地係吉田係長 

開発行為が伴うものであれば、土木課維持係と道路の設計協議を経て道路を工事する場合

があるが、本件の場合それには当てはまらないので、市道認定を行い改良するという順番

になると思われる。 

申出者

への連

絡事項 

4 月 22 日、一前、電話にて回答 

まずは市道の認定が必要。そのためには幅員 4ｍは必要なのでその分の土地を寄付提供して

いただけるか検討してほしい。 

仮に市道認定されても、すぐ改良できるかというと、他に市道の改良を待つ箇所が多くあ

り難しい。 


